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「新制服着用」に関する申し入れ

６月１日から、制服の変更が行われた。この間、組合として新制服に関わる申し入れ

を行ってきたところであるが、１０月から着用の新制服(３シーズン)に対しても駅係員

や乗務員から多くの問題点があるとの意見が出されている。

よって、下記の通り申し入れるので早急に労使協議の場を設定すること。

記

１．３シーズンの制服の洗濯回数について明らかにすること。

２．制服の交替時期となる１０月、１１月、４月、５月については着用を柔軟にし社員

個々の判断で、上着着用が選択出来るようにすること。

３．３シーズン制服は、生地が厚く非常に暑いなど作業に支障を来している。別に合服

を設定し、２着を貸与すること。
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